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 はじめに 

令和７年を振り返ってみますと、社会環境や生活様式の変化が続く中、私たちの健康

と安全に対する意識が一層高まった一年であったように思います。自然災害や感染症

の発生など、日常生活に影響を及ぼす出来事も見られ、改めて市民の安心・安全を守る

公衆衛生の重要性を改めて強く認識した一年でありました。 

感染症対策では、急性呼吸器感染症（ARI）の発生動向を的確に把握するとともに、

病原体検査を通じて地域の流行状況の分析に努めました。当所では、関係機関と連携

し、迅速かつ精度の高い検査体制の維持に取り組み、市民の安心につながる情報提供を

行ってまいりました。 

食品衛生分野では、冬季を中心にノロウイルスによる感染性胃腸炎の発生が見られ、

集団発生事例に対し迅速な原因究明と拡大防止を図りました。また、ツキヨタケの誤食

による健康被害事例もあり、毒性成分イルジン S に関する検査対応を含め、自然毒対

策の充実に努めました。 

環境分野においては、有機フッ素化合物（PFOA・PFOS）の継続的な監視を実施し、

検査体制の強化と人材育成を進めております。今後も科学的根拠に基づく検査・調査を

通じて、市民の安心・安全の確保に一層努めてまいります。 

このたび、令和６年度の業績を第３０号和歌山市衛生研究所報として取りまとめま

した。ご高覧いただき、ご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

 

令和８年１月 

和歌山市衛生研究所 

所長  廣岡 貴之 
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昭和 22年 10月 1日 旧市立皮革工業研究所（汐見町 1丁目－当時、閉鎖中）の空舎を改造して、所

長以下 6名により市立衛生試験所を開設する。 

昭和 23年 8月 23日 保健所法による政令市として市保健所（友田町 3丁目）が設置され、衛生試験

所は保健所に統合される。 

昭和 40年 12月 1日 河西地区に西保健所（松江東 3丁目）を設置したため従来の保健所は中央保健

所と改称し、試験検査は 2 ヶ所の保健所で実施するようになる｡ 

昭和 52年 4月 1日 各保健所の試験検査室を統合して現在地に和歌山市衛生研究所を設置し、所員

15 名により、3係制（化学検査係、細菌検査係、環境検査係）で業務を開始す

る。 

昭和 55年 11月 15日 機構改革により、従来の 3 係制を 5科制（総務企画科、生活科学科、水質衛生

科、衛生微生物科、環境衛生科）に改める。 

昭和 62年 4月 1日 機構改革により、従来の 5 科制を 3班制（生活科学班、環境衛生班、衛生微生

物班）に改める。 

平成 7 年 4 月 1 日 機構改革により、従来の 3 班制を 4班制（管理班、生活科学班、環境衛生班、

衛生微生物班）に改める。 

平成 13年 4月 1日 

 

機構改革により、従来の 4 班制を 4担当制（管理担当、生活科学担当、環境科

学担当、微生物学担当）に改め、グループリーダーとして管理室長、生活科学

研究室長、環境科学研究室長、微生物学研究室長を置く。                                         

平成 15年 4月 1日 機構改革により、生活科学担当、環境科学担当、微生物学担当のグループリー

ダーを総括研究員に改め、班長を置く。                      

平成 17年 4月 1日 副所長を置く。 

平成 18年 4月 1日 機構改革により、従来の 4 担当制を 4班制（管理班、生活科学班、環境科学班、

微生物学班）に改める。 

平成 19年 4月 1日 機構改革により、従来の 4 班制を 3班制（生活科学班、環境科学班、微生物学

班）に改める。 

平成 26年 3月 28日 

令和 4 年 3 月 30 日 

研究所建物の耐震工事を実施する。 

高度安全実験室を更新整備する。 

 
敷 地 面 積 1,253.12㎡ 

 建物延面積 1,482.23㎡ 
 

  1 階         439.83㎡ 

  2 階     462.20㎡ 

  3 階      462.20㎡ 

  塔屋         118.00㎡ 

 

 

 

構     造 

 

鉄筋コンクリート 3階建 一部塔屋付 

  起工   昭和 50年 7月 30日 

  竣工   昭和 52年 3月 31日 

 

 
 

 

総 工 費 
 

 

228,575,000 円 
 

２ 施  設 

１ 沿  革 
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                                                  （令和 7年 3月 31日現在） 
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（令和 7年 3月 31日現在） 

１．組織と主な業務 

生活科学班長     生活科学班 

1. 手数料の徴収及び収納状況の報告に関すること。 

2. 施設及び設備の維持管理に関すること。 

3. 健康危機管理（食中毒、毒物等）における理化学的試験検査及び情

報収集に関すること。 

4. 食品等の理化学的衛生試験検査に関すること。 

5. 家庭用品の理化学的衛生試験検査に関すること。 

所長   副所長      6. 浴場水等の理化学的衛生試験検査に関すること。 

7. 調査研究及び研修に関すること。 

8. 所内他班の所管に属しないこと。 

環境科学班長      環境科学班 

1. 工場、事業場排水等の試験検査に関すること。 

2. 公共用水域の水質等の試験検査に関すること。 

3. 大気等の試験検査に関すること。 

4. 調査研究及び研修に関すること。 

微生物学班長     微生物学班 

1. 健康危機管理（食中毒、感染症等）における微生物学的試験検査に

関すること。 

2. 調理従事者等の検便に関すること。 

3. 食品等の微生物学的衛生試験検査に関すること。 

4. 浴場水、公共用水域の水質等の微生物学的衛生試験検査に関す

ること。 

5. HIV抗体、寄生虫等の試験検査に関すること。 

6. 公衆衛生情報の収集及び解析に関すること。 

7. 調査研究及び研修に関すること。 

 

 

 

２．職員人員配置表 

  

 

 
事務系 理工系 

臨床検

査技師 
薬剤師 獣医師 計 

所 長  1     1 

副 所 長     1 1 

生 活 科 学 班     2   1 3 

環 境 科 学 班 (1) 1  2  3(1) 

微 生 物 学 班 (1) 2  1(1)  3(2) 

計 (2) 6  3(1) 2 11(3) 

     ※（ ）内は再任用職員、会計年度任用職員  
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１．令和 6年度 

   

事業別歳出                                    単位：円 

事   業   名 

 

 

科 目 

当初予算 

補正予算 

計 

決 算 額 

予算残高 一般諸経費 8,295,116  

 衛生研究所施設管理事業 7,590,632  

 生活科学検査事務 5,794,468 

環境衛生検査事務 9,645,163 

衛生微生物検査事務 1,914,274 

新興感染症等検査体制強化事業 7,502,472 

毒物等検査事業 735,999 

新型インフルエンザ検査体制整備事業 569,269 

 合        計 42,047,393 

 

歳入                                       単位：円 

説        明 決 算 額 

衛生研究所手数料 2,012,630 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 事業費等 
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○ 和歌山市手数料条例(抜粋) 
（平成 12年 3月 27日条例第 5号） 

 

(その他の手数料 ) 

第 43 条  衛生検査事務に関し、次の各号に掲げる手数料として当該各号に定める金

額を申請者から徴収する。  

(1) 臨床に関するもの  

ア  寄生虫卵検査  

(ア ) 塗抹法  1 検体  220 円  

(イ ) 浮遊法  1 検体  160 円  

(ウ ) セロファン法  1 検体  220 円  

イ  細菌検査  

(ア ) ふん便培養検査  

a 腸管出血性大腸菌 O157 1 検体  2,800 円  (法令等義務者は 1,400 円 ) 

b 赤痢菌、サルモネラ及び腸管出血性大腸菌 O157 1 検体  4,400 円  (法

令等義務者は 2,200 円 ) 

c 赤痢菌及びサルモネラ  1 検体  1,760 円  (法令等義務者は 880 円 ) 

d その他の細菌  1 項目  1,760 円  (法令等義務者は 880 円 ) 

(イ ) 細菌性状試験  1 項目  1,760 円  

(2) 環境衛生に関するもの  

ア  特殊水質検査  

(ア ) 単純なもの  1 項目  1,100 円  

(イ ) 普通のもの  1 項目  2,730 円  

(ウ ) 複雑なもの  1 項目  26,690 円  

(3) 食品衛生に関するもの  

ア  食品添加物検査  

(ア ) 定性  1 項目  2,790 円  

(イ ) 定量  1 項目  5,600 円  

(ウ ) 特殊分析  1 項目  27,220 円  

イ  食品微生物検査  

(ア ) 大腸菌群  

a 定性  1 検体  2,090 円  

b 定量  1 検体  2,960 円  

(イ ) 乳酸菌数  1 検体  1,740 円  

(ウ ) 一般細菌数  1 検体  1,520 円  

(エ ) 腸管出血性大腸菌 O157 1 検体  5,240 円  

(オ ) その他  

a 単純なもの  1 項目  1,740 円  

b 普通のもの  1 項目  4,400 円  

c 複雑なもの  1 項目  29,700 円  

ウ  成分検査、規格検査  

(ア ) 牛乳規格検査  1 検体  5,810 円  

(イ ) アイスクリーム類規格検査  1 検体  5,810 円  

(ウ ) 発酵乳規格検査  1 検体  5,810 円  

(エ ) その他  

a 単純なもの  1 項目  1,420 円  

b 普通のもの  1 項目  4,400 円  

c 複雑なもの  1 項目  29,700 円  

(4) 家庭用品に関するもの  

５ 関係条例及び規則 
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ア  液体洗浄剤検査  1 検体  1,420 円  

イ  繊維製品検査  1 検体  11,000 円  

ウ  容器被包検査  

(ア ) 漏水  1 検体  1,420 円  

(イ ) 落下  1 検体  1,420 円  

(ウ ) 耐酸性  1 検体  1,420 円  

(エ ) 圧縮変形  1 検体  1,420 円  

(5) 成績証明  1 件  310 円  

 

○和歌山市衛生研究所規則  
昭和 52 年 3 月 31 日  

規則第 12 号  

 

(設置 ) 

第 1 条  保健衛生の向上を図るため、衛生に関する試験検査及び調査研究を行う機関

として衛生研究所 (以下「所」という。 )を設置する。  

(名称及び位置 ) 

第 2 条  所の名称及び位置は、次のとおりとする。  

名称  位置  

和歌山市衛生研究所  和歌山市松江東 3 丁目 2 番 67 号  

(試験検査の依頼 ) 

第 3 条  所に試験検査を依頼しようとするものは、市長の承認を受けなければならな

い。  

(手数料及び試験検査物件の不還付 ) 

第 4 条  試験検査のために提出した物件は、還付しない。ただし、市長が特別の理由

があると認めたときは、この限りでない。  

(成績書の交付 ) 

第 5 条  市長は、依頼を受けた試験検査の結果が判明したときは、試験検査成績書を

交付する。ただし、その必要がないと認めたときは、この限りでない。  

(雑則 ) 

第 6 条  この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。  

附  則抄  

(施行期日 ) 

1 この規則は、昭和 52 年 4 月 1 日から施行する。  

附  則 (昭和 52 年 12 月 28 日 ) 

この規則は、昭和 53 年 1 月 1 日から施行する。  

附  則 (昭和 55 年 11 月 15 日 )抄  

1 この規則は、公布の日から施行する。  

附  則 (昭和 59 年 3 月 30 日 ) 

この規則は、昭和 59 年 4 月 1 日から施行する。  

附  則 (昭和 62 年 3 月 31 日 ) 

この規則は、昭和 62 年 4 月 1 日から施行する。  

附  則 (昭和 63 年 3 月 31 日 ) 

1 この規則は、昭和 63 年 4 月 1 日から施行する。  

2 この規則による改正後の和歌山市衛生研究所規則別表の規定は、この規則の施行の

日以後に依頼される試験検査に係る手数料から適用し、同日前に依頼された試験検

査に係る手数料は、なお従前の例による。  

附  則 (平成元年 3 月 31 日 ) 

1 この規則は、平成元年 4 月 1 日から施行する。  

2 この規則による改正後の和歌山市衛生研究所規則別表の規定は、この規則の施行の

日以後に依頼される試験検査に係る手数料から適用し、同日前に依頼された試験検

査に係る手数料は、なお従前の例による。  

附  則 (平成元年 5 月 31 日 ) 
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この規則は、平成元年 6 月 1 日から施行する。  

附  則 (平成 4 年 3 月 26 日 ) 

1 この規則は、平成 4 年 4 月 1 日から施行する。  

2 この規則による改正後の和歌山市衛生研究所規則の規定は、この規則の施行の日以

後に依頼される試験検査に係る手数料から適用し、同日前に依頼された試験検査に

係る手数料は、なお従前の例による。  

附  則 (平成 5 年 3 月 26 日 ) 

1 この規則は、平成 5 年 4 月 1 日から施行する。  

2 この規則による改正後の和歌山市衛生研究所規則の規定は、この規則の施行の日以

後に依頼される試験検査に係る手数料から適用し、同日前に依頼された試験検査に

係る手数料は、なお従前の例による。  

附  則 (平成 5 年 3 月 29 日 )抄  

1 この規則は、平成 5 年 4 月 1 日から施行する。  

附  則 (平成 5 年 11 月 30 日 ) 

この規則は、平成 5 年 12 月 1 日から施行する。  

附  則 (平成 7 年 3 月 15 日 ) 

1 この規則は、平成 7 年 4 月 1 日から施行する。  

2 この規則による改正後の和歌山市衛生研究所規則の規定は、この規則の施行の日以

後に依頼される試験検査に係る手数料から適用し、同日前に依頼された試験検査に

係る手数料は、なお従前の例による。  

附  則 (平成 7 年 3 月 31 日 )抄  

(施行期日 ) 

1 この規則は、平成 7 年 4 月 1 日から施行する。  

附  則 (平成 8 年 3 月 15 日 ) 

1 この規則は、平成 8 年 4 月 1 日から施行する。  

2 この規則による改正後の和歌山市衛生研究所規則の規定は、この規則の施行の日以

後に依頼される試験検査に係る手数料から適用し、同日前に依頼された試験検査に

係る手数料は、なお従前の例による。  

附  則 (平成 9 年 3 月 27 日 ) 

1 この規則は、平成 9 年 4 月 1 日から施行する。  

2 この規則による改正後の和歌山市衛生研究所規則の規定は、この規則の施行の日以

後に依頼される試験検査に係る手数料から適用し、同日前に依頼された試験検査に

係る手数料は、なお従前の例による。  

附  則 (平成 9 年 3 月 31 日 )抄  

(施行期日 ) 

1 この規則は、平成 9 年 4 月 1 日から施行する。  

附  則 (平成 10 年 3 月 26 日 ) 

1 この規則は、平成 10 年 4 月 1 日から施行する。  

2 この規則による改正後の和歌山市衛生研究所規則の規定は、この規則の施行の日以

後に依頼される試験検査に係る手数料から適用し、同日前に依頼された試験検査に

係る手数料は、なお従前の例による。  

附  則 (平成 10 年 3 月 27 日 )抄  

(施行期日 ) 

1 この規則は、平成 10 年 4 月 1 日から施行する。  

附  則 (平成 11 年 3 月 15 日 ) 

1 この規則は、平成 11 年 4 月 1 日から施行する。  

2 この規則による改正後の和歌山市衛生研究所規則の規定は、この規則の施行の日以

後に依頼される試験検査に係る手数料から適用し、同日前に依頼された試験検査に

係る手数料は、なお従前の例による。  

附  則 (平成 12 年 3 月 30 日 )抄  

(施行期日 ) 

1 この規則は、平成 12 年 4 月 1 日から施行する。  
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100 万円以上の重要物品及びそれに準ずる機器 

（令和 7年 3月 31日現在） 

 

 

品   名 数量 機       種 

原 子 吸 光 光 度 計 

 

水 銀 分 析 計 

ガ ス ク ロ マ ト グ ラ フ 

 

 

ガスクロマトグラフ質量分析装置 

 

 

高 速 液 体 ク ロ マ ト グ ラ フ 

高速液体クロマトグラフ質量分析装置 

超 低 温 フ リ ー ザ 

ラ ボ ラ ト リ ー ウ ォ ッ シ ャ ー 

自 動 p H メ ー タ ー 

 

ク ラ ス Ⅱ A 安 全 キ ャ ビ ネ ッ ト 

超 純 水 装 置 

イ オ ン ク ロ マ ト グ ラ フ 

 

有 機 溶 剤 用 ド ラ フ ト チ ャ ン バ ー 

サ ー マ ル サ イ ク ラ ー 

紫 外 可 視 分 光 光 度 計 

パルスフィールドゲル電気泳動装置 

マ イ ク ロ プ レ ー ト リ ー ダ ー 

誘 導 結 合 プ ラ ズ マ 質 量 分 析 装 置 

高 速 溶 媒 抽 出 装 置 

２ 

 

１ 

３ 

 

 

３ 

 

 

１ 

１ 

１ 

１ 

２ 

 

１ 

１ 

２ 

 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

日立 偏光ゼーマン Z-5310（フレーム） 

日立 偏光ゼーマン Z-2000 

日本インスツルメンツ マーキュリーRA-2、SC20  

島津 GC-7AG （FID） 

島津 GC-14A （FID，FPD） 

島津 GC-17A （FID，FTD） 

島津 QP-2010 Ultra 

日本電子 JMS-AMⅡ120 

ブルカー・ダルトニクス  300MS、450GC 

Agilent Technologies 1260 Infinity（DAD、蛍光付） 

AB Sciex  API4000QTRAP LC-MS/MSシステム     

ハンコックフリーザー HKF-300SWI 

ヤマト科学 AW-83 

東亜電波 HM-60G、TTT-510 

東亜電波 MM-60R、TTT-510、FAR-210A/HSU-202 

日立 SCV-1302EC ⅡA 

日本ミリポア Milli-Q Integral 3 

サーモフィッシャーサイエンティフィック ICS-2000 

サーモフィッシャーサイエンティフィック ICS-2000、ICS-1000 

ヤマト科学 KFU特型 

ライフテクノロジーズ ProFlex3×32-55， ProFlex PCR system 

島津 UV-1900i 

BIO-RAD CHEF-DRⅢ 

BIO-RAD 550 

Agilent 社製 7900 ICP-MS G8403A 

サーモフィッシャーサイエンティフィック ASE-100 

６ 主要機器 
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品   名 数量 機       種 

T O C 計 

冷 蔵 設 備 

普 通 貨 物 自 動 車 

軽 自 動 車 

マ イ ク ロ 冷 却 遠 心 機 

電 気 泳 動 ゲ ル 撮 影 装 置 

遺 伝 子 抽 出 装 置 

 

リ ア ル タ イ ム P C R 装 置 

 

リ ア ル タ イ ム 濁 度 測 定 装 置 

D N A シ ー ケ ン サ ー 

顕 微 鏡 

 

自 動 電 気 泳 動 装 置 

フ ー リ エ 変 換 赤 外 分 光 光 度 計 

ケ ル ダ ー ル 分 析 装 置 一 式 

蒸 留 装 置 

卓 上 フ ー ド 

 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

２ 

 

３ 

 

１ 

１ 

２ 

 

１ 

１ 

１ 

１ 

２ 

 

島津製作所 TOC-L CPH 

紀陽ダイキン 1800×2700×2600 

トヨタ ハイエースロングバン ジャストロー 

スズキ エブリイ バン 

KUBOTA 3740 

ATTO AE-6933FXCF-U 

QIAGEN QIAcube TypeⅤ plus１ 

QIAGEN QIAcube Connect System FUL-１ 

アプライドバイオシステムズ 7500Fast 

ライフテクノロジーズ Quant Studio 5 2台 

栄研化学 LoopampEXIA 

ライフテクノロジーズ 3500-250 

ニコン エクリプス 50iT-RFL-4 

ニコン Ti-S 

島津 MCE-202 

島津 IRAffinity-1 

BUCHI K-350 K-415 K-439 

スギヤマゲン EHP-521-6ELC 

オリエンタル技研工業 GCH-2100-2S 

オリエンタル技研工業 GCH-2000-2S 
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月 日 名     称 場 所 参加人員 

5.28 

6.7 

6.17 

6.21 

6.24 

地方衛生研究所全国協議会近畿支部第 1回総会 

地方衛生研究所全国協議会臨時総会 

地方衛生研究所全国協議会近畿支部疫学情報部会役員会 

地方衛生研究所全国協議会近畿支部自然毒部会世話人会 

地方衛生研究所全国協議会近畿支部ウイルス部会役員会 

大津市 

東京都(Web) 

大阪市(Web) 

加古川市 

尼崎市(Web) 

1 

1 

1 

1 

1 

7.10～11 衛生微生物技術協議会第 44回研究会 東京都 1 

7.17 地方衛生研究所全国協議会近畿支部細菌部会役員会 堺市 1 

7.18 地方衛生研究所全国協議会第 1回近畿ブロック会議及び第 2回支部総会 和歌山市 1 

7.31 

9.6 

9.25～27 

9.28 

地方衛生研究所全国協議会近畿支部理化学部会役員会 

検査能力向上講習会 

薬剤耐性菌の検査に関する研修 基本コース 

薬剤耐性菌の検査に関する研修 アップデートコース 

京都市 

東京都(Web) 

東京都(Web) 

東京都(Web) 

1 

1 

2 

2 

10.1 

10.7 

10.18 

11.13～14 

11.15 

11.21～22 

 

11.27～28 

11.29 

12.6 

12.18～19 

1.9 

3.19 

地方衛生研究所全国協議会近畿支部ウイルス部会研究会 

GCMS実機メンテナンス講習 

地方衛生研究所全国協議会近畿支部細菌部会研究会 

地方衛生研究所等セミナー 

地方衛生研究所全国協議会近畿支部理化学部会研修会 

全国衛生化学技術協議会理事会・幹事会合同会議 

第 61回全国衛生化学技術協議会年会 

令和６年度市立衛生研究所・衛生試験所連絡協議会総会及び第 75回全国協議会総会 

地方衛生研究所全国協議会近畿支部自然毒部会研究発表会 

地方衛生研究所全国協議会近畿支部第 39回疫学情報部会研究会 

令和 6年度希少感染症診断技術研修会 

地方衛生研究所全国協議会第 2回近畿ブロック会議及び近畿支部第３回総会 

和歌山県環境衛生研究センター研究発表会 

尼崎市 

京都市 

堺市 

東京都 

京都市 

堺市 

 

札幌市 

神戸市 

大阪市 

東京都(Web) 

大津市 

和歌山市 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

 

1 

1 

2 

3 

1 

4 
    

７ 学会、研修会及び地研全国協議会等への出席状況 
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和歌山市衛生研究所調査研究報告投稿規定 

  

平成 9年11月 1日施行 

平成13年 4月 1日改定 

平成23年 4月 1日改定 

平成27年 1月27日改定 

      

１. 構成 

 研究報告は原則として、表題、著者名、抄録及び

キーワード、はじめに、材料と方法、結果、考察、

おわりに、参照文献から構成し、通し番号を付け

ずに記述する。 

 

２. 原稿の作成 

 原稿は原則としてワードプロセッサーを用い、

著者が構成し作成する。 

 

３. 表題 

(1) 2行以上の表題は原則として中央に配置し、逆

三角形とする。   

(2) 副題は行を変え、前後にハイフンを付ける。 

(3) シリーズの表題は表題の後に（第１報）、（第

２報）とする。 

(4) 論文の発表機関名、号数、発表年次（西暦年

号）、記載ページを第１ページの左上に配置す

る。 

 

４. 著者名 

(1) 著者名は表題または副題の下に1行あけて中

央に配置する。 

(2) 著者の所属に変更があった場合、著者名の右

肩に全角上付け文字で＊印を付け、脚注に記

す。ただし、脚注が２つ以上になる場合には、

最初に出現したものから順に一連の通し番号

を付けて ＊1，＊2，＊3の順に列記する。 

 （例：＊１，＊２，＊３ ） 

 

５. 英文表題と英文著者名 

(1) 論文には必ず英文表題（名詞、代名詞、形容詞

の頭文字は大文字）およびローマ字の著者名

（フルネーム、姓は全部大文字、名は頭文字の

み大文字）を記載する。 

(a) 英文表題は著者名の下に1行あけて中央に配

置する。 

 (b) ローマ字の著者名は英文表題の下に1行あけ

て中央に配置する。 

 

６. 抄録及びキーワード 

(1) 抄録は簡潔にまとめ字数200～300とし、英文

著者名の下に1行あけて配置し、左右の行端は

左右の端から1文字文中側に記載する。 

(2) キーワードは日本語および英語を用い選定数

は3個以上5個以内とし、抄録の下に1行あけて

配置する。 

 

７. 本文 

(1) 本文中では物質名を化学式であらわさない。

ただし、反応式であらわす部分は化学式を用

いてもよい。 

(2) 句読点は 、 と 。 を用いる（ ，と ．は用い

ない）。（ ）や「 」などは全角文字とする。 

(3) 文の書き出しは１文字あける。行を改めると

きも１文字あける。書き出しに続く行は、先頭

行より１文字左から書き始める。 

(4) 英字・数字は成語となっているもの以外は、原

則として半角とする。コンマ等の記号もこれ

らに準じて記載する。  

(5) 小数点は半角とする。 

(6) 項目を細別するときの見出し符号は、次の     

順序で用いる。                          

1.  ◯◯◯ 

1.1  ◯◯◯ 

(1)  ◯◯◯ 

 (a) ◯◯◯ 

   ただし、結果と考察は次の順序とする。     

1. ◯◯◯ 

(1) ◯◯◯ 

 (a) ◯◯◯ 

 

(7) 文中の人名は姓のみとし、欧語にあっても姓

のみとし、大文字で記載する。なお、人名が複

数の場合は列記しないで、最初の人名の後に

「ら」を付け、年号は省く。 

 

８. ワードプロセッサーの文書設定 

(1) 用紙設定   Ａ4単票、縦方向 

(2) 原稿のページ設定は以下のとおりとする。

   は半角 

８ 調査研究投稿規定 
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(a) 字数              44文字 

(b) 行数              42行 

 (c) 上端マージン     20mm             

 (d) 下端マージン      20mm             

 (e) 左端マージン      20mm             

 (f) 右端マージン      20mm             

 (g) 段組         2段組 段間7mm   

                       各段22文字       

 (h) ページ番号（フッター） 

     位置 中央下      

                       マージン  10mm    

                       飾り( - ? - )     

(i) ヘッダー     12mm  

 

9．文体・文字 

(1) 原稿は原則として新仮名遣い、新送り仮名、

平仮名混じり、国語文とし、簡潔で理解し易

い表現にする。やむを得ぬ学術用語、地名、

人名などのほかは常用漢字を用いる。 

(2) 書体は基本的に和文フォント、数字フォント及

び欧文フォントはＭＳ明朝体、10.5 ポイント

とする。 

ただし、表題、著者名等以下の項目はその設

定に従う。 

 (a) 表題 

    ＭＳ明朝体、16ポイント         

 (b) 英文表題  

    Century、12ポイント          

 (c) 著者名   

    ＭＳ明朝体、12ポイント     

 (d) 英文著者名 

    Century、12ポイント          

 (e) 抄録  

    ＭＳ明朝体、9ポイント     

 (f) キーワード                            

   タイトルＭＳ明朝体ボールド体、9ポイント 

    内容はＭＳ明朝体、9ポイント 

 (g) はじめに、材料と方法、結果、考察、おわ

りに、参照文献  

   ＭＳ明朝体ボールド体、13ポイント   

 (h) 本文中の中見出し 

（1. 試薬及び材料、1.1 試薬等 等）  

    ＭＳ明朝体ボールド体、10.5ポイント  

(i) 本文中の小見出しの記号や数字 

（(a)、(b)、(1)、(2)等） 

  ＭＳ明朝体、10.5ポイント 

 (j) 表と図  

   ＭＳ明朝体、10.5ポイント 

 (k) ページ番号 

   ＭＳ明朝体、10.5ポイント 

(L) 本文中の「-」はＭＳ明朝体を用いる。 

(3) 物質名は原則として略号は用いないが、記載

頻度の高い場合、または一般に使用されてい

る場合は使用してもよい。 

(4) 人名、地名は原語を用いる。     

(5) 動物・植物名は全角カタカナ、学名は  

Centuryイタリック体を用いる。その他カタカ

ナ書きで表現するものは、全角とする。 

 

10． 数字・数式・単位・記号 

(1) 数字フォントは、和文フォント（ＭＳ明朝体）

を用いる。 

(2) 数字は原則としてアラビア数字を用いる。 

（例：1、2、3） 

(3) 文中の数字は、原則として半角を用いる。 

(4) 単位「%」及びローマ字は、原則として半

角、Centuryを用いる。 

(5) 単位として用いる英字及び記号は 、「%」を

除き、原則として半角、ＭＳ明朝体を用い

る。また、ミリリットルは「mL」、ナノリッ

トルは「nL」、リットルは「L」を、摂氏は

「℃」を用いる。 

（例：%、pH、cm、km、mg、kg、cc、m２、cm
３、m３） 

(6) 表や図に続く数字は、全角とする。 

（例：図１、表２） 

(7) 本文中の中見出し、小見出しの(a)、(b)、

(1)、(2)などは、すべて半角を用いる。 

(8) 文章中に数式を挿入するときは、 ba / 、 

)()( dcba ++ とし、文章中でないものは以

下のように記す。 

                
b

a
  、  

dc

ba

+

+
               

(9) 単位は原則としてMKS単位を用いる。必要に

応じてCGS単位を用いてもよい。 

(10) 記号は国際的に慣用されているものを用い 

る。 

 

11．行のとりかた 

(1) 大見出し（はじめに、材料と方法等）は上下

に1行づつあけ、中央に書く。ただし、「は

じめに」の場合のみ上の1行は省く。 

(2) 中見出し（1. 試薬及び材料等）は上1行のみ

をあけ、左端から書き始め、中見出しに続く

文は半角あけて書く。 

(3) 中見出し（1.1 試薬等）は行をあけずに行を
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変えるだけで、左端から書き始め、中見出し 

に続く文は半角あけて書く 

(4) 小見出しの(1)、(2)などは行をあけずに行を

変えるだけで、左端から書き始める。   

(5) 小見出しの(a)、(b)などは行を変え、左端か

ら半角あけて配置し、小見出しに続く文は半

角あけずに書き始める。 

 

12．表と図 

(1) 番号と表題は、表では表の上部に1文字あけて、

図では図の下部に1文字あけて配置する。図○

に続く説明文は1文字空白を入れてから書き

始める。 

(2) 表と図は本文中にその説明があるので、原則

として同じペ－ジか同じ見開きページに配置

する。 

 

13．参照文献 

(1) 文中における参照文献は、引用箇所の右肩に

通し番号を、右側かっこを付けて全角上付文

字（例１），２））で書く。複数の場合はコンマで

区切って記載する。また参照文献数が3を超え

る場合は、最初と最後を「～」で繋ぎ、全角上

付 文 字 で 表 示 す る 。 （ 例 １ ） ～ ５ )  ） 

(2) 参照文献は、本文の末尾に引用番号順に列記

する。左端より書き始め、書き出しに続く行

は、先頭行と同じ位置から書き始める。 

(3) 参照文献の句読点は、全角の「，」と「．」

を用いる。 

(4) 著者名が複数の場合は、代表者を1人記載

し、半角スペース挿入後「他」と書く。     

(5) 引用形式は原則として次の形式による。 

(a) 雑誌、所報の場合  

    著者名：雑誌名，巻数，開始ページ-最終ペ

ージ（発行年）の順に記載する。ただし、通

しページのない場合のみ巻数のあとに号数を

挿入する。雑誌の巻数はＭＳ明朝体ボールド

体で記す。欧文雑誌はCenturyで記す。 

〔 例 〕 

1) Krisman C.：J.Clin.Microbiol，25，1043-

1047（1987）  

2) 殿山繁治：環境と測定技術，5，22-28(1995) 

3) 中村明子：モダンメディア，40，7，30-33 

  (1994) 

4) 宇治田正則 他：和歌山市衛生研究所報，9， 

61-64(1994) 

(b) 官報、告示、通達の場合 

   表題，号数，日付の順に記載する。ただし、

表題がない場合は省略する。ページ数は省略

してもよい。 

〔 例 〕 

5) 水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行

について，環水管第189号，平成元年9月14日 

6) 官報第1725号，平成7年12月1日  

  (c) 図書（単行本）の場合 

   著者名：図書名，発行所，ページ数（西暦）の

順に記載する。ページ数は省略してもよい。 

〔 例 〕 

7) 並木博：工場排水試験方法，日本検査協会 

（1995） 

(d) 資料の場合 

    会社名，資料名（西暦） 

    著者名：所属機関名，資料名（西暦） 

(e) その他 

   (a)～(d)に該当しない場合は、所報編集委員が

検討し、決定する。 

 

14. 謝辞 

  論文の末尾、参照文献の前に上1行をあけ、1文字

あけて書く。謝辞のタイトルは入れないで、ＭＳ

明朝体、9ポイントで記載する。 

 

15. 校正 

  原則として著者が行い、各班で最終調整し、所報

編集委員会へ提出するものとする。提出された

研究報告を所報編集委員で再調整する。 

 

16. 発行 

  和歌山市衛生研究所報は1年に1回の発行とする。 

 

17. 編集委員 

 和歌山市衛生研究所報編集委員は、所報の作成

及び発行を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 業務概要 
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1. 生活科学班 

 

(1) 概要 

 当班は、総務及び企画等の事務的業務、保健所

や事業者からの依頼による食品の理化学検査及び

家庭用品検査、保健所から依頼される浴場水検査

を実施している。 

事務的業務は、主として予算及び決算、手数料

収納等の経理事務、庁舎とその付帯設備の維持管

理業務を行うほか、公衆衛生情報の収集、解析、

提供、調査研究や研修の企画及び連絡調整を担っ

ている。 

食品検査は、残留農薬検査、動物用医薬品検査、

食品添加物の規格等検査、乳及び乳製品の成分規

格検査、異物検査及び毒物混入の疑いのある食中

毒検査等を実施している。 

浴場水検査は、規格検査を行っている。 

 

(2) 食品等の検査    

食品の検査には、保健所からの行政依頼検査と

製造業者などからの一般依頼検査があり、令和６

年度の検査内容を表１(18ページに記載)に示し

た。 

 

(a) 残留農薬検査 

輸入野菜及び果実、国産野菜及び果実につい

て、残留農薬一斉分析法で農薬の検査を行なっ

ている。市内で流通している野菜及び果実につ

いて27検体延べ4,022項目の検査を実施したと

ころ、すべて基準に適合していた。 

 

(b) 動物用医薬品検査 

鶏卵、牛肉、豚肉及び鶏肉について、一斉分析

法で動物用医薬品検査を行っている。市内で流

通している鶏卵、牛肉、豚肉及び鶏肉について 16

検体延べ 300 項目の検査を実施したところ、す

べて基準に適合していた。 

 

(c) 食品の添加物検査 

魚肉ねり製品、漬物、菓子、惣菜等の保存料、

甘味料、着色料、漂白剤、生めん類等の品質保 

持剤、食肉製品の発色剤、果実の防ばい剤の検 

査を行っている。各添加物の検査項目について

は、表２のとおりである。  

市内で生産された43検体延べ189項目について

検査を実施したところ、すべて基準に適合して

いた。 

 

表２ 各添加物の検査項目 

(d) 乳及び乳製品の成分規格検査 

乳及び乳製品について、成分規格検査を行なっ

ている。市内で流通している9検体延べ26項目に

ついて検査を実施したところ、すべて基準に適

合していた。 

(e) 清涼飲料水の成分規格検査 

清涼飲料水について、成分規格検査を行なって

いる。市内で流通している5検体延べ13項目につ

いて検査を実施したところ、すべて基準に適合

していた。 

(f) 苦情検査 

表１に示した食品の理化学検査のうち、苦情品

として検査したものは 1検体 1項目であった。 

添加物 検査項目 

保存料 

安息香酸 

ソルビン酸 

デヒドロ酢酸 

プロピオン酸 

甘味料 サッカリンナトリウム 

着色料 酸性タール色素 

漂白剤 過酸化水素 

品質保持剤 プロピレングリコール 

発色剤 亜硝酸ナトリウム 

防ばい剤 

イマザリル 

オルトフェニルフェノール 

ジフェニル 

チアベンダゾール 

アゾキシストロビン 

ピリメタニル 

フルジオキソニル 

プロピコナゾール 
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(3) GLP（業務管理基準） 

食品衛生に関する検査データの信頼性確保を目

的として、国及び地方自治体の検査施設に導入さ

れたGLPについて、和歌山市衛生研究所食品衛生検

査施設等の業務管理要領に基づく検査機器の保守

点検及び外部精度管理調査を実施した。 

(a) 外部精度管理 

一般財団法人食品薬品安全センター秦野研究

所が実施する外部精度管理調査に参加し、表３

のとおり外部精度管理を実施した。 

 

表３ 外部精度管理項目 

 動物用医薬品検査 

試料 豚肉ももペースト 

項目名 スルファジミジン 

 

(4) 家庭用品等の検査   

「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する

法律」に基づき、生後24ヶ月以内の乳幼児用繊維

製品の試買検査を行っている。 

表４に実施した検査内容を示した。いずれの製

品も規格基準に適合していた。 

表４ ホルムアルデヒド検査製品内訳 

 

(5) 浴場水の検査 

保健所の依頼による公衆浴場水の検査を行って

おり、検査項目として、濁度、pH値、有機物、大

腸菌、レジオネラ属菌の検査を実施している。検

査件数は42件であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検
体
数 

繊維製品（24ヶ月以内の乳幼児用のもの） 

お
し
め 

お
し
め
カ
バ
ー 

よ
だ
れ
掛
け 

下
着
・
洋
服 

手
袋
・
靴
下 

帽
子 

10 1 1 1 4 2 1 



和市衛研所報第 30号 

 

- 18 - 

 

検
体

種
別
 

依
頼

別
及

び
項

目
別
 

  表
１

 
食

品
等

の
検

査
 

 
依

頼
別

（
検

体
数

）
 

項
目

別
（

項
目

数
）

 

総 数  

保 健 所 依 頼  

一 般 依 頼  

自 主 検 査  

総 数  

食 品 規 格  

食
品

中
の

添
加

物
試

験
 

栄 養 成 分  
乳 等 規 格  

そ の 他  

甘 味 料 

着 色 料 

発 色 剤 

漂 白 剤 

品 質 保 持 剤 

防 ば い 剤 

保 存 料 

総
数
 

1
8
6 

9
7
 

0 
89
 

17
,3
78
 

16
,6
36
 

1
2
 

4
8
 

6
 

9
 

1
0
 

4
7
2 

1
3
0 

0
 

2
6
 

2
9
 

魚
介

類
 

0 
0 

0 
0 

0 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

魚
介

類
加

工
品
 

9 
6 

0 
3 

19
 

 
1 

 
 

5 
 

 
13
 

 
 

 

肉
卵

類
及

び
そ

の
加

工
品
 

40
 

21
 

0 
19
 

62
8 

59
9 

1 
 

6 
 

 
 

22
 

 
 

 

穀
類

及
び

そ
の

加
工

品
 

10
 

9 
0 

1 
10
 

 
 

 
 

 
10
 

 
 

 
 

 

野
菜

類
､
果
実

及
び

そ
の

加
工
品

 
76
 

31
 

0 
45
 

16
,5
72
 

16
,0
18
 

7 
48
 

 
4 

 
47
2 

23
 

 
 

 

菓
子

類
 

14
 

10
 

0 
4 

52
 

 
2 

 
 

 
 

 
50
 

 
 

 

牛
乳

及
び

加
工

乳
 

5 
5 

0 
0 

18
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
18
 

 

乳
製

品
 

0 
0 

0 
0 

0 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

乳
類

加
工

品
 

0 
0 

0 
0 

0 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ア
イ

ス
ク

リ
ー

ム
類

､氷
菓
 

4 
4 

0 
0 

8 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8 
 

清
涼

飲
料

水
 

8 
5 

0 
3 

18
 

18
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

そ
の

他
 

20
 

6 
0 

14
 

53
 

1 
1 

 
 

 
 

 
22
 

 
 

29
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２．環境科学班 

 

（1）概要 

当班は、環境政策課からの依頼による行政検

査が主で、河川等の公共用水域、市内の工場・事

業場等の排水、地下水の水質検査、ゴルフ場排水

中の残留農薬の検査及び工場等の敷地境界線上

における悪臭検査を実施している。 

 

（2）検査実績 

令和 6年度は次のとおりである。なお、(a)～

(f)の詳細については表１－１、表１－２に示し

た。 

 

(a)  公共用水域の水質検査 

  公共用水域の常時監視のための測定計画に基

づき、市内の主要河川において 252 検体 3,964

項目の水質検査を実施した。 

  また、測定計画以外で必要に応じて実施した

検査は、9検体 17項目であった。 

 

(b)  工場・事業場の水質検査 

  工場等の排水基準監視のための測定計画に基

づき実施した水質検査は、232 検体 2,106 項目

であった。 

  また、測定計画以外で必要に応じて実施した

検査は、5検体 122項目であった。 

 

(c)  地下水検査 

地下水水質状況の把握を目的とする水質測定

計画に基づき実施した水質検査は、市内 32 地

点で 27 有害物質であった。計画以外の検査を

含め、42検体 926項目であった。 

 

(d)  他行政機関依頼の水質検査 

青岸清掃センター、住宅政策課、農林水産課

等からの依頼により実施した検査は、30 検体

200項目であった。 

 

(e) 所排水処理施設の水質検査 

排水処理施設の管理のため実施した検査は、

24検体 140項目であった。 

(f) その他の検査 

 市民からの一般依頼検査及び自主検査とし

て実施した検査は、124検体 411項目であった。 

 

(g) 悪臭測定 

工場等の敷地境界線上における悪臭測定と

して実施した検査は、硫化水素 12検体 12項目

とアンモニア 12検体 12項目であった。 

    

(h) ゴルフ場排水の残留農薬検査 

環境省から指針値が示されている農薬等に

ついて、市内のゴルフ場の調整池で採取し実施

した水質検査は、5検体 215項目であり、詳細

については表２に示した。（平成 29 年 3 月 9

日ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁

の防止及び水産動植物被害の防止に係る指導

指針において、分析項目の分類方法が変更にな

った。） 
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表１－１  水質検査実績 1 

 公共用水域 工場・事業場 
地下水 

他行政 所排水 
その他 合計 

 計 画 その他 計 画 その他 機 関 施 設 

検体数 

項目数 

252 

3,964 

9 

17 

232 

2,106 

5 

122 

42 

926 

30 

200 

24 

140 

124 

411 

718 

7,886 

 pH 216  163 5  30 24 64 502 

 COD 216 8 116 5 

 

 30 12 18 405 

 BOD 216 8    16  16 256 

 SS 216  111 5  20 8 4 364 

 DO 216     6  12 234 

 n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 54  59 5  4 2  124 

 全窒素 108  112 5  22 6 16 269 

 全燐 108  112 5  18 6 17 266 

 ｶﾄﾞﾐｳﾑ 108  79 4 32  2 2 227 

 全ｼｱﾝ 36  42 4 32  2 1 117 

 鉛 108  79  33  4 2 226 

 六価ｸﾛﾑ  108  79 4 32  4 1 228 

 砒素 108  77 4 33 4 2  228 

 総水銀 36  22  32  2  92 

 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 36  51 5 36  4  132 

四塩化炭素 36  51 5 36  4  132 

 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 36  51 5 36  4  132 

 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 36  51 5 36  4  132 

 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ     36    36 

 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 36  51 5 4  4  100 

 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 36  51 5 36  4  132 

 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 36  51 5 36  4  132 

 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 36  51 5 36  4  132 

 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 36  51 5 36  4  132 

 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 36  51 5 36  4  132 

 ﾁｳﾗﾑ 36  2  32    70 

 ｼﾏｼﾞﾝ 36  2  32    70 

 ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ 36  2  32    70 

 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 36  51 5 36  4  132 

 ｾﾚﾝ 36  10  32  2 1 81 

 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 36  45 5 32  4  122 
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表１－２  水質検査実績 2 

  
 

公共用水域 工場・事業場 
地下水 

他行政 所排水 
その他 合計 

 
計 画 その他 計 画 その他 機 関 施 設 

ﾌｪﾉｰﾙ 36        36 

ﾌｪﾉｰﾙ類   18 4     22 

EPN 36        36 

銅 108  34   4 2  148 

亜鉛 54  34 4  4 2  98 

溶解性鉄   36    2  38 

溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ   36    2  38 

全ｸﾛﾑ 108  34    2  144 

ふっ素 56  14  32    102 

ほう素 56  23  32  2  113 

全鉄        1 1 

全ﾏﾝｶﾞﾝ         0 

ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 36        36 

ﾄﾙｴﾝ 36        36 

ｷｼﾚﾝ 36        36 

ﾆｯｹﾙ   22      22 

ｱﾝﾁﾓﾝ         0 

塩素ｲｵﾝ 216     12  1 229 

ﾘﾝ酸性ﾘﾝ 72        72 

亜硝酸性窒素+硝酸性窒素 72    36    108 

ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 72     4   76 

亜硝酸性窒素 72    36 4   112 

硝酸性窒素 72    36 4   112 

ｱﾝﾓﾆｱ･硝酸･亜硝酸性窒素    4     4 

硫化物ｲｵﾝ   15 4     19 

着色度 36 1 69     42 148 

透視度 36  69      105 

残留塩素   29      29 

大腸菌群数      14 4  18 

大腸菌数 54        54 

電気伝導率 216     4   220 

その他 54       213 267 
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表２ 農薬検査実績 

検体数 5 

項目名 項目数 

 

殺 

 

虫 

 

剤 

ｱｾﾌｪｰﾄ 5 

ｲｿｷｻﾁｵﾝ 5 

ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ 5 

ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ 5 

ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP) 5 

ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ 5 

EPN 5 

 

 

 

 

殺 

 

菌 

 

剤 

ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ 5 

ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ 5 

ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ 5 

ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ 5 

ｵｷｼﾝ銅 5 

ｷｬﾌﾟﾀﾝ 5 

ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN) 5 

ﾁｳﾗﾑ 5 

ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ 5 

ﾌﾙﾄﾗﾆﾙ 5 

ﾍﾟﾝｼｸﾛﾝ 5 

ﾒﾀﾗｷｼﾙ 5 

ﾒﾌﾟﾛﾆﾙ 5 

ﾌﾟﾛﾋﾟｺﾅｿﾞｰﾙ 5 

 

 

 

 

 

除 

 

草 

 

剤 

ｱｼｭﾗﾑ 5 

ｼﾞﾁｵﾋﾟﾙ 5 

ｼﾏｼﾞﾝ(CAT) 5 

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ 5 

ﾄﾘｸﾛﾋﾟﾙ 5 

ﾅﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ 5 

ﾋﾟﾘﾌﾞﾁｶﾙﾌﾞ 5 

ﾌﾞﾀﾐﾎｽ 5 

ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ 5 

ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ 5 

ﾍﾞﾝﾌﾙﾗﾘﾝ 5 

ﾒｺﾌﾟﾛｯﾌﾟ 5 

ﾊﾛｽﾙﾌﾛﾝﾒﾁﾙ 5 

ﾌﾗｻﾞｽﾙﾌﾛﾝ 5 

 

独

自

項

目 

ｴﾄﾘｼﾞｱｿﾞｰﾙ 5 

ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ 5 

ｸﾛﾛﾈﾌﾞ 5 

ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ 5 

ｼﾃﾞｭﾛﾝ 5 

ﾃﾙﾌﾞｶﾙﾌﾞ 5 

ﾋﾟﾘﾀﾞﾌｪﾝﾁｵﾝ 5 

ﾍﾞﾝｽﾘﾄﾞ 5 

合  計 215 
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3．微生物学班 

 

(1) 概要 

 当班の主な業務は、感染症や食中毒の原因とな

る細菌やウイルスの検査である。 

 感染症や食中毒の発生時には行政依頼により、

感染源究明と感染拡大防止のために、原因微生物

の検索および遺伝子検査による疫学解析を実施し

ている。さらに、新型インフルエンザ等の健康危

機事象の発生に備えて検査体制を整備するととも

に、感染症のサーベイランス検査や発生動向調査

に係る検査を実施している。 

また、食品による健康被害を未然に防止するた

め、事業所等の一般及び行政から依頼された食品

について、衛生指標菌や食中毒起因菌の検査を実

施するとともに、食品取扱従事者等の健康保菌者

検査も実施している。 

   

(2) 検査実績 

(a) 感染症に係る検査(行政依頼) 

保健所からの行政依頼によって、腸管出血性

大腸菌等の事例発生時には患者やその接触者、

菌株の検査を実施した。また、薬剤耐性菌（CRE、

VRE）の菌株検査についても実施した。さらに、

インフルエンザ、麻しん、風しん、新型コロナ

ウイルス感染症、日本紅斑熱、つつが虫病等の

検査についても実施した。 

感染症に係る主な行政検査は表１のとおりで

ある。 

 

表１ 感染症に係る主な行政検査 

  検体数  

腸管出血性大腸菌感染症 54  

ｶﾙﾊﾞﾍﾟﾈﾑ耐性腸内細菌目細菌(CRE)感染症 9  

ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ耐性腸球菌(VRE)感染症 2  

インフルエンザ 34  

麻しん 25  

風しん 17  

新型コロナウイルス感染症 2  

重症熱性血小板減少症候群（SFTS） 8  

日本紅斑熱 17  

つつが虫病 5  

  

(b) 食中毒及び苦情に伴う検査 (行政依頼) 

   保健所からの行政依頼によって、食中毒疑い

等の事例発生時には有症者及びその原因食品や

施設の検査を実施し、原因微生物の検査および

疫学解析を行なった。 

食中毒疑い、苦情等の事例数、検体数は表２

のとおりである。 

 

表２ 食中毒疑い等に係る行政検査                    
 事例数 検体数 検体項目数 

食中毒疑い等 23 325 1458  

 

(c）臨床検体検査（一般依頼） 

食品取扱従事者、学校関係者、水道関係従事

者等について、赤痢菌、サルモネラ、腸管出血

性大腸菌 O157 等の項目について保菌者検索を

実施した。 

検体数、検体項目数は表３のとおりである。 

 

表３ 検便及び寄生虫卵検査 
 検体数 検体項目数 

検便 378 1,110 

寄生虫卵 1 1 

 

(d) 食品等検査（行政依頼･一般依頼） 

保健所からの行政依頼による収去食品及び施

設等のふき取り材料、並びに食品製造事業所等

からの一般依頼による食品について、細菌検査

を実施した。 

検査の内訳は表４のとおりである。 

                                                                             

(e)水質検査（行政依頼･一般依頼） 

環境政策課等の依頼により、市内の河川水や

処理施設放流水について、大腸菌数等の検査を

70件実施した。また、農林水産課の依頼により、

海域の大腸菌群数の検査を 2件実施した。 

なお、浴場水等の水質検査の実施数は生活科

学班で集計している。 
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農産物中の残留農薬一斉分析法の妥当性評価 

 

土山 ゆう子 杉本 高志＊ 江川 秀信 吉増 幸誠 

 

Validation Study of Simultaneous Determination Method for the Pesticide 

Residues in Agricultural Products  

 

DOYAMA Yuko   SUGIMOTO Takashi*   EKAWA Hidenobu 

YOSHIMASU Kousei 

   

バナナ、オレンジ、キウイについて、精製工程を簡略化した残留農薬一斉分析法の妥当性評価を行った。225 成

分のうち、添加回収 0.01ppm では 172～206 成分、0.05ppm では 188～210 成分についてガイドライン基準に適合し

た。時間を要していた減圧濃縮による溶媒除去工程を 2 回から 1 回に減らしたことにより、検査時間が短縮され、

使用器具や溶媒使用量についても削減することができた。 

 

キーワード：農薬、GC-MS/MS、QuEChERS 

 

 

はじめに 

 

当所では和歌山市保健所が収去した農産物の残

留農薬検査を実施している。食品衛生法に定めら

れている規格基準１）への適合性について判断を行

う試験法については、「食品中に残留する農薬等に

関する試験法の妥当性評価ガイドライン」２）（以

下ガイドラインという。）により各試験機関で妥当

性評価を実施するよう定められている。当所での

農産物中の残留農薬試験については、GC-MS/MSの

更新に伴い行った妥当性評価で、抽出工程にセラ

ミックホモジナイザーを使用する QuEChERS 法を

採用し、試験法を簡略化できた３）。しかしながら

精製工程において減圧濃縮による溶媒除去工程が

2 回あり、時間を要する部分となっている。そこ

でより迅速に検査を行うため、溶媒除去工程を 1

回にした試験法について妥当性評価を行ったため

報告する。 

 

 

方法 

 

1. 試料 

対象試料はバナナ、オレンジ、キウイとした。

キウイは果皮を含む果実全体の試料と果皮を除去

した試料の両方で評価を行った。これらの試料を

フードプロセッサー及びミルでよく裁断し、均質

にしたものを用いた。 

 

2.試薬及び器具 

農薬混合標準液 PL-1-2、PL-2-1、PL-3-3、PL-4-

2、PL-5-1、PL-6-3 

（富士フィルム和光純薬製） 

固相カートリッジ AL-N/VRA-PR（400mg/1600mg） 

（ジーエルサイエンス製） 

アセトニトリル 

（残留農薬試験用 富士フィルム和光純薬製） 

アセトン 

（残留農薬試験用 富士フィルム和光純薬製） 

 
＊和歌山市環境政策課 
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ヘキサン 

（残留農薬試験用 関東化学製） 

塩化ナトリウム 

（残留農薬試験用 富士フィルム和光純薬製） 

クエン酸 3 ナトリウム 2水和物 

（和光一級 富士フィルム和光純薬製)  

クエン酸水素 2ナトリウム 1.5水和物 

（和光一級 富士フィルム和光純薬製) 

無水硫酸マグネシウム 

（特級 富士フィルム和光純薬製) 

振とう器 

（ヤヨイ製 YS-8D） 

遠心分離機 

（日立製 SCT5BA） 

 

3. 測定装置及び測定条件 

3.1 測定装置 

GC部：㈱島津製作所製 Nexis GC-2030 

 MS部：㈱島津製作所製 GCMS-TQ8040NX 

3.2 測定条件 

カラム: ㈱島津製作所製 SH-I-5Sil MS  

30m×0.25 ㎜ 0.25μm 

 カラム温度:50℃(1min)-25℃/min-125℃- 

10℃/min-300℃(15min) 

キャリアガス:ヘリウム(1.69mL/min) 

注入量:2μL(スプリットレス) 

測定モード:MRM イオン化モード:EI 

インターフェース温度：250℃ 

イオン源温度:230℃ 

 

4. 試料溶液の調製 

試料溶液の調製方法を図１に示す。試料 10gを

50 mL遠沈管に量り入れ、セラミックホモジナイ

ザー2個、アセトニトリル 10mLを加え、5分間振

とうした。その後、塩化ナトリウム 1g、クエン酸

3ナトリウム 2水和物 1g、クエン酸水素 2ナトリ

ウム 1.5 水和物 0.5g を加え、手振りにより試薬

を混ぜた後、無水硫酸マグネシウム 4gを加え、5

分間振とうした。振とう後、4000rpm5分間遠心分

離を行い、上部のアセトニトリル層を分取した。

残渣にアセトニトリル5mLを加え5分間振とうし、

4000rpm5分間遠心分離後、アセトニトリル層をあ

わせ、15mL 遠沈管を使用し 15mL に定容した。こ

の抽出液のうち 3mLを分取し、あらかじめ硫酸マ

グネシウムを積層し、アセトニトリル 5mLでコン

ディショニングした AL-N/VRA-PRミニカラムに付

加し、アセトニトリル 5mLで溶出した。溶出液を

40℃以下で 1mL以下に減圧濃縮し溶媒を除去し、

残留物をアセトン：へキサン（1：1）2mLに定容し

GC-MS/MS用試験溶液とした。 

図１ 試料溶液調製フロー 

試料 10 g バナナは水2.5 mL  

キウイは水1.5 mL 添加

50 mL　遠沈管

セラミックホモジナイザー 2個

アセトニトリル 10 mL

振とう 5 min

NaCl 1 g

 クエン酸3Na2水和物 1 g

クエン酸水素2Na1.5水和物 0.5 g

混合

無水硫酸マグネシウム 4 g

振とう 5 min

遠心分離 4000 rpm 5 min

アセトニトリル 5 mL

　5 min

上清を合わせる 　4000 rpm 5 min

アセトニトリル

15 mL に定容

抽出液 3 mL 分取

AL-N/VRA-PR 無水硫酸マグネシウム 1 gを積層

アセトニトリル 5 mL で

コンディショニング

（スパチュラで無水硫酸マグネシウムを

　撹拌、空気を抜く）

抽出液　3 mL

アセトニトリル　5 mL

減圧濃縮 40℃

窒素ガスで乾固

アセトン：ヘキサン＝１：１で 

2 mLに定容

試験溶液

GC-MS/MS

残渣

遠心分離

振とう
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5. 妥当性評価の方法 

ガイドラインに従い、実験者 1名が 1日 1回（2

併行）5日間実施し、選択性、真度、精度（併行精

度及び室内精度）、定量限界の項目を評価した。評

価対象数は 225 成分で、添加回収濃度は 0.01ppm

及び 0.05ppmの 2濃度とした。 

 

結果及び考察 

 

1．選択性 

 ガイドラインに従い、定量を妨害するピークに

ついて確認したところ、オレンジで 4成分、キウ

イ（果実全体）で 5成分、キウイ（果皮除去）で

6成分が不適合であった。 

 

2．真度 

 真度の目標値（70～120%）に適合した成分数を

表１に示す。 

 

表１ 真度の目標値に適合した成分数 

 添加濃度

0.01ppm 

添加濃度

0.05ppm 

バナナ 190 201 

オレンジ 179 199 

キウイ（果実全体） 205 217 

キウイ（果皮除去） 212 223 

 

3．精度 

 併行精度及び室内精度の目標値に適合した成

分数を表２に示す。 

 

表２ 精度の目標値に適合した成分数 

 併行精度

(RSD%) 

室内精度

(RSD%) 

添加濃度(ppm) 

(目標値) 

0.01 

(25>) 

0.05 

(15>) 

0.01 

(30>) 

0.05 

(20>) 

バナナ 216 222 215 211 

オレンジ 221 222 217 220 

キウイ（果実全体） 220 222 220 221 

キウイ（果皮除去） 218 221 213 218 

4．定量限界 

 0.01ppm の添加回収試料から得られるピークの

S/N比について確認したところ、目標値（S/N≧10）

に適合しなかったのはバナナで 8成分、オレンジ

で 10成分、キウイ（果実全体）で 8成分、キウイ

（果皮除去）で 7成分であった。 

 

5．総合評価 

 評価項目の目標値にすべて適合した成分数を

表３に示す。添加回収濃度 0.01ppmでは 172～206

成分、0.05ppm では 188～210 成分が適合した。

0.01ppm の低濃度では試料の夾雑成分による影響

が大きくなり、真度の目標値を上回る成分が多か

ったと考えられる。 

 

表３ 妥当性評価総合結果 

 添加濃度

0.01ppm 

添加濃度

0.05ppm 

バナナ 183 188 

オレンジ 172 192 

キウイ（果実全体） 201 210 

キウイ（果皮除去） 206 210 

 

各成分の妥当性評価結果を表４に示す。前回の

妥当性評価３）においてすべての農作物（キャベツ、

大根、ほうれん草、りんご、オレンジ）で目標値

不適合となっていたピリメタニルが今回の妥当性

評価では目標値を満たしていた。またオレンジに

ついては前回と比較して、評価項目の目標値にす

べて適合した成分数が添加回収濃度 0.01ppmでは

136 成分から 172 成分に、0.05ppm では 183 成分

から 192成分に増加した。 

時間を要していた減圧濃縮による溶媒除去工程

を 2回から 1回に減らしたことにより、検査時間

が短縮され、使用器具や溶媒使用量についても削

減することができた。また精製後の溶液に関して

は、前回の妥当性評価で使用していた固相ミニカ

ラム ENVI-Carb/LC-NH2（スペルコ製）使用時より

も少し着色が残るが、測定には問題ない程度であ

った。 
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表４ 妥当性評価結果 

0.01ppm 0.05ppm 0.01ppm 0.05ppm 0.01ppm 0.05ppm 0.01ppm 0.05ppm

1 delta‐BHC × × × × ○ ○ ○ ○

2 EPN ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○
3 XMC ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ-1 × × × × × × × ×
5 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ-2 × × × × × ○ ○ ○
6 ｱｻﾞｺﾅｿﾞｰﾙ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
7 ｱｼﾞﾝﾎｽﾒﾁﾙ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
8 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
9 ｱｾﾄｸﾛｰﾙ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
10 ｱﾄﾗｼﾞﾝ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
11 ｱﾆﾛﾎｽ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
12 ｱﾒﾄﾘﾝ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
13 ｱﾗｸﾛｰﾙ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
14 ｱﾚｽﾘﾝ-1,2 × × × × × × × ×
15 ｱﾚｽﾘﾝ-3,4 (ﾋﾞｵｱﾚｽﾘﾝ) × × × × × × × ×
16 ｲｿｷｻﾁｵﾝ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
17 ｲｿﾌｪﾝﾎｽ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
18 ｲｿﾌｪﾝﾎｽｵｷｿﾝ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
19 ｲｿﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
20 ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
21 ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
22 ｲﾏｻﾞﾒﾀﾍﾞﾝｽﾞﾒﾁﾙ-1 × × × × × × × ×
23 ｲﾏｻﾞﾒﾀﾍﾞﾝｽﾞﾒﾁﾙ-2 × × × × × × × ×
24 ｲﾐﾍﾞﾝｺﾅｿﾞｰﾙ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○
25 ｲﾐﾍﾞﾝｺﾅｿﾞｰﾙ脱ﾍﾞﾝｼﾞﾙ体 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
26 ｳﾆｺﾅｿﾞｰﾙ (ｳﾆｺﾅｿﾞｰﾙP) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
27 ｴｽﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
28 ｴﾀﾙﾌﾙﾗﾘﾝ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○
29 ｴﾁｵﾝ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
30 ｴﾃﾞｨﾌｪﾝﾎｽ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
31 ｴﾄｷｻｿﾞｰﾙ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
32 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
33 ｴﾄﾌﾟﾛﾎｽ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○
34 ｵｷｻｼﾞｱｿﾞﾝ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
35 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○
36 ｵｷｼﾌﾙｵﾙﾌｪﾝ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○
37 ｵﾒﾄｴｰﾄ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
38 ｶｽﾞｻﾎｽ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○
39 ｶﾌｪﾝｽﾄﾛｰﾙ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○
40 ｶﾙﾎﾞﾌﾗﾝ × × × × ○ ○ ○ ○
41 ｷﾅﾙﾎｽ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
42 ｷﾉｷｼﾌｪﾝ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
43 ｷﾉｸﾗﾐﾝ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○
44 ｷﾝﾄｾﾞﾝ × × ○ ○ ○ ○ × ○
45 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
46 ｸﾛﾙﾀｰﾙｼﾞﾒﾁﾙ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
47 ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
48 ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽﾒﾁﾙ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
49 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○
50 ｸﾛﾙﾌｪﾝﾋﾞﾝﾎｽ（E） ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×
51 ｸﾛﾙﾌｪﾝﾋﾞﾝﾎｽ（Z） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
52 ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾌｧﾑ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
53 ｸﾛﾙﾍﾞﾝｼﾞﾚｰﾄ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
54 ｼｱﾅｼﾞﾝ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
55 ｼｱﾉﾎｽ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
56 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
57 ｼﾞｸﾛｼﾒｯﾄ-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
58 ｼﾞｸﾛｼﾒｯﾄ-2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
59 ｼﾞｸﾛﾌｪﾝﾁｵﾝ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
60 ｼﾞｸﾛﾎｯﾌﾟﾒﾁﾙ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
61 ｼﾞｸﾛﾗﾝ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
62 ｼﾊﾛﾄﾘﾝ-1 × × × × ○ ○ ○ ○
63 ｼﾊﾛﾄﾘﾝ-2 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○
64 ｼﾊﾛﾎｯﾌﾟﾌﾞﾁﾙ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
65 ｼﾞﾌｪﾅﾐﾄﾞ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
66 ｼﾞﾌｪﾉｺﾅｿﾞｰﾙ-1 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○
67 ｼﾞﾌｪﾉｺﾅｿﾞｰﾙ-2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
68 ｼﾌﾙﾄﾘﾝ-1 × ○ × × ○ ○ ○ ○
69 ｼﾌﾙﾄﾘﾝ-2 × × × × × ○ ○ ○
70 ｼﾌﾙﾄﾘﾝ-3 × × × × ○ ○ ○ ○
71 ｼﾌﾙﾄﾘﾝ-4 × ○ × ○ ○ ○ ○ ○
72 ｼﾞﾌﾙﾌｪﾆｶﾝ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
73 ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
74 ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ-2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

成分名
バナナ オレンジ キウイ（果実全体） キウイ（果皮除去）
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0.01ppm 0.05ppm 0.01ppm 0.05ppm 0.01ppm 0.05ppm 0.01ppm 0.05ppm

75 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ-1 × ○ × × ○ ○ ○ ○

76 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ-2 × ○ × × ○ ○ ○ ○
77 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ-3 × ○ × × ○ ○ ○ ○
78 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ-4 × × × × ○ ○ ○ ○
79 ｼﾏｼﾞﾝ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
80 ｼﾞﾒﾀﾒﾄﾘﾝ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
81 ｼﾞﾒﾁﾙﾋﾞﾝﾎｽ（Z） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
82 ｼﾞﾒﾃﾅﾐﾄﾞ (ｼﾞﾒﾃﾅﾐﾄﾞP) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
83 ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
84 ｼﾒﾄﾘﾝ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
85 ｼﾞﾒﾋﾟﾍﾟﾚｰﾄ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
86 ｽﾋﾟﾛｷｻﾐﾝ-1 ○ ○ ○ ○ × × × ×
87 ｽﾋﾟﾛｷｻﾐﾝ-2 ○ ○ ○ ○ ○ × × ×
88 ｿﾞｷｻﾐﾄﾞ × × × ○ × ○ ○ ○
89 ｿﾞｷｻﾐﾄﾞ分解物 × × × × × × × ○
90 ﾀｰﾊﾞｼﾙ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
91 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
92 ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
93 ﾃｸﾅｾﾞﾝ × × ○ ○ × × × ×
94 ﾃﾄﾗｸﾛﾙﾋﾞﾝﾎｽ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
95 ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
96 ﾃﾄﾗｼﾞﾎﾝ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
97 ﾃﾆﾙｸﾛｰﾙ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
98 ﾃﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
99 ﾃﾌﾞﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
100 ﾃﾌﾙﾄﾘﾝ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
101 ﾃﾞﾙﾀﾒﾄﾘﾝ-1 (ﾄﾗﾛﾒﾄﾘﾝ分解物-1) ○ × × × × × × ×
102 ﾃﾞﾙﾀﾒﾄﾘﾝ-2 (ﾄﾗﾛﾒﾄﾘﾝ分解物-2) × × × × × × ○ ○
103 ﾃﾙﾌﾞﾄﾘﾝ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
104 ﾃﾙﾌﾞﾎｽ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○
105 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾉｰﾙ-1 × ○ × ○ × ○ × ×
106 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾉｰﾙ-2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
107 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
108 ﾄﾘｱｿﾞﾎｽ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
109 ﾄﾘｱﾚｰﾄ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○
110 ﾄﾘｼｸﾗｿﾞｰﾙ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
111 ﾄﾘﾌﾞﾎｽ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
112 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○
113 ﾄﾘﾌﾛｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
114 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
115 ﾄﾙﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
116 ﾅﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
117 ﾆﾄﾛﾀｰﾙｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○
118 ﾉﾙﾌﾙﾗｿﾞﾝ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
119 ﾊﾟｸﾛﾌﾞﾄﾗｿﾞｰﾙ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
120 ﾊﾟﾗﾁｵﾝ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○
121 ﾊﾟﾗﾁｵﾝﾒﾁﾙ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
122 ﾊﾙﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○
123 ﾋﾞﾃﾙﾀﾉｰﾙ-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
124 ﾋﾞﾃﾙﾀﾉｰﾙ-2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
125 ﾋﾞﾌｪﾉｯｸｽ × ○ × ○ × ○ ○ ○
126 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
127 ﾋﾟﾍﾟﾛﾎｽ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
128 ﾋﾟﾗｸﾛﾎｽ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
129 ﾋﾟﾗｿﾞﾎｽ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
130 ﾋﾟﾗﾌﾙﾌｪﾝｴﾁﾙ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
131 ﾋﾟﾘﾀﾞﾌｪﾝﾁｵﾝ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
132 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
133 ﾋﾟﾘﾌｪﾉｯｸｽ（E） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
134 ﾋﾟﾘﾌｪﾉｯｸｽ（Z） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
135 ﾋﾟﾘﾌﾞﾁｶﾙﾌﾞ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
136 ﾋﾟﾘﾌﾟﾛｷｼﾌｪﾝ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
137 ﾋﾟﾘﾐﾉﾊﾞｯｸﾒﾁﾙ（E） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
138 ﾋﾟﾘﾐﾉﾊﾞｯｸﾒﾁﾙ（Z） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
139 ﾋﾟﾘﾐﾎｽﾒﾁﾙ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
140 ﾋﾟﾘﾒﾀﾆﾙ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
141 ﾋﾟﾚﾄﾘﾝ I × × × × × × × ×
142 ﾋﾟﾛｷﾛﾝ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
143 ﾋﾞﾝｸﾛｿﾞﾘﾝ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
144 ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
145 ﾌｪﾅﾐﾎｽ × × ○ × ○ ○ × ○
146 ﾌｪﾅﾘﾓﾙ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
147 ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
148 ﾌｪﾉｷｻﾆﾙ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
149 ﾌｪﾉﾁｵｶﾙﾌﾞ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
150 ﾌｪﾉﾄﾘﾝ-1 × × × × × × × ×
151 ﾌｪﾉﾄﾘﾝ-2 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○

成分名
バナナ オレンジ キウイ（果実全体） キウイ（果皮除去）
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（○：評価項目すべての目標値に適合したもの ×：目標値不適合の評価項目があったもの） 

0.01ppm 0.05ppm 0.01ppm 0.05ppm 0.01ppm 0.05ppm 0.01ppm 0.05ppm

152 ﾌｪﾝｽﾙﾎﾁｵﾝ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○

153 ﾌｪﾝﾁｵﾝ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
154 ﾌｪﾝﾄｴｰﾄ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
155 ﾌｪﾝﾊﾞﾚﾚｰﾄ-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
156 ﾌｪﾝﾊﾞﾚﾚｰﾄ-2 (ｴｽﾌｪﾝﾊﾞﾚﾚｰﾄ) × × × × ○ ○ ○ ○
157 ﾌｪﾝﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
158 ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
159 ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾓﾙﾌ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
160 ﾌｻﾗｲﾄﾞ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
161 ﾌﾞﾀｸﾛｰﾙ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
162 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
163 ﾌﾞﾋﾟﾘﾒｰﾄ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
164 ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
165 ﾌﾗﾑﾌﾟﾛｯﾌﾟﾒﾁﾙ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
166 ﾌﾙｱｸﾘﾋﾟﾘﾑ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
167 ﾌﾙｷﾝｺﾅｿﾞｰﾙ × × × ○ ○ ○ ○ ○
168 ﾌﾙｼﾄﾘﾈｰﾄ-1 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○
169 ﾌﾙｼﾄﾘﾈｰﾄ-2 × × × × × ○ ○ ○
170 ﾌﾙﾁｱｾｯﾄﾒﾁﾙ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○
171 ﾌﾙﾄﾗﾆﾙ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
172 ﾌﾙﾊﾞﾘﾈｰﾄ-1 × × × × × ○ ○ ○
173 ﾌﾙﾊﾞﾘﾈｰﾄ-2 × × × × × ○ ○ ○
174 ﾌﾙﾐｵｷｻｼﾞﾝ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○
175 ﾌﾙﾐｸﾛﾗｯｸﾍﾟﾝﾁﾙ ○ ○ × × × ○ ○ ○
176 ﾌﾙﾘﾄﾞﾝ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
177 ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
178 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
179 ﾌﾟﾛﾁｵﾎｽ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
180 ﾌﾟﾛﾊﾟｸﾛｰﾙ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○
181 ﾌﾟﾛﾊﾟｼﾞﾝ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
182 ﾌﾟﾛﾊﾟﾆﾙ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
183 ﾌﾟﾛﾊﾟﾙｷﾞｯﾄ-1 ○ ○ × × ○ ○ ○ ○
184 ﾌﾟﾛﾊﾟﾙｷﾞｯﾄ-2 ○ ○ × × × × × ×
185 ﾌﾟﾛﾋﾟｺﾅｿﾞｰﾙ-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
186 ﾌﾟﾛﾋﾟｺﾅｿﾞｰﾙ-2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
187 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
188 ﾌﾟﾛﾋﾄﾞﾛｼﾞｬｽﾓﾝ‐1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
189 ﾌﾟﾛﾋﾄﾞﾛｼﾞｬｽﾓﾝ‐2 × × × × × × × ×
190 ﾌﾟﾛﾌｪﾉﾎｽ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
191 ﾌﾟﾛﾎﾟｷｽﾙ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
192 ﾌﾞﾛﾏｼﾙ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
193 ﾌﾟﾛﾒﾄﾘﾝ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
194 ﾌﾞﾛﾓﾌﾞﾁﾄﾞ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
195 ﾌﾞﾛﾓﾌﾟﾛﾋﾟﾚｰﾄ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
196 ﾌﾞﾛﾓﾎｽ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
197 ﾍｷｻｺﾅｿﾞｰﾙ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
198 ﾍｷｻｼﾞﾉﾝ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
199 ﾍﾞﾅﾗｷｼﾙ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
200 ﾍﾞﾉｷｻｺｰﾙ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
201 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
202 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ-2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
203 ﾍﾟﾝｺﾅｿﾞｰﾙ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
204 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
205 ﾍﾞﾝﾌﾙﾗﾘﾝ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○
206 ﾍﾞﾝﾌﾚｾｰﾄ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
207 ﾎｻﾛﾝ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
208 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
209 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ-2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
210 ﾎｽﾌｧﾐﾄﾞﾝ-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
211 ﾎｽﾌｧﾐﾄﾞﾝ-2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
212 ﾎｽﾒｯﾄ × × × ○ ○ ○ ○ ○
213 ﾏﾗﾁｵﾝ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
214 ﾐｸﾛﾌﾞﾀﾆﾙ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
215 ﾒﾀﾗｷｼﾙ (ﾒﾌｪﾉｷｻﾑ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
216 ﾒﾁﾀﾞﾁｵﾝ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
217 ﾒﾄｷｼｸﾛｰﾙ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
218 ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ (S-ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
219 ﾒﾋﾞﾝﾎｽ-1 × × ○ ○ ○ ○ ○ ○
220 ﾒﾋﾞﾝﾎｽ-2 × × ○ ○ ○ ○ × ○
221 ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
222 ﾒﾌｪﾝﾋﾟﾙｼﾞｴﾁﾙ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
223 ﾒﾌﾟﾛﾆﾙ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
224 ﾓﾉｸﾛﾄﾎｽ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
225 ﾚﾅｼﾙ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

成分名
バナナ オレンジ キウイ（果実全体） キウイ（果皮除去）
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おわりに 

 

今回精製工程を見直したことで、検査時間の

短縮と溶媒量の削減ができた。オレンジについ

ては、検査可能な項目数を前回の妥当性評価よ

り増やすことができた。今後は他の農作物につ

いても、今回の試験法が適用可能か検討を行い、

検査可能な農作物の種類や検査項目の拡大に取

り組んでいきたい。 
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和市衛研所報第 30号 

 

- 32 - 

和歌山市衛生研究所報 

No.30(2024)p.32-36 

和歌山市におけるノロウイルスの発生状況について 

（2023/24、2024/25シーズン） 

 

西川政喜 金澤祐子 島香純 池端孝清 

 

Surveillance of Norovirus in Wakayama City (2023/24, 2024/25) 

 

NISHIKAWA Masaki KANAZAWA Yuko SHIMA Kasumi  

IKEBATA Takakiyo 

 

 和歌山市において、2023/24及び 2024/25シーズンにノロウイルスが検出された食中毒関連事例及び感染症事例は計 13

事例であり、その内訳は食中毒関連 12事例、感染症 1事例であった。シーズン別では、2023/24 シーズンが 7事例、2024/25

シーズンが 6 事例で、新型コロナウイルス感染症流行前よりも事例数が増加した。遺伝子解析の結果、GenogroupⅡが主

体であり、GⅡ.4[P16]、GⅡ.7[P7]、GⅡ.17[P17]が検出された。シーズン別では、GⅡ.4 は両シーズンで検出されたが、

2023/24 シーズンでは GⅡ.7、2024/25 シーズンでは GⅡ.17 が検出され、流行株の検出状況に違いが認められた。これら

の遺伝子型は全国的にも検出割合の増加が報告されており、本市における流行は全国的動向と一致するものと考えられた。 

 

キーワード：ノロウイルス、2023/2024 シーズン、2024/2025 シーズン、Dual typing 法 

 

はじめに 

 

ノロウイルス（以下「NV」という。）は、カリシ

ウイルス科に属する一本鎖 RNAウイルスで、冬季

を中心に幼児から高齢者まで幅広い年齢層に嘔

吐や下痢を主症状とする感染性胃腸炎を引き起

こす。また NVは、GenogroupⅠから Vの遺伝子群

に大きく分けられ、GenogroupⅠ（以下「GⅠ」と

いう。）と GenogroupⅡ（以下「GⅡ」という。）以

外に GenogroupⅣがヒトに感染することが知られ

ている。さらに GⅠには 16 種類、GⅡには 23種類

以上の遺伝子型が存在する１）。 

NV は ORF1/2 の境界で頻繁に遺伝子組み換えが

報告されており、現在では VP1に加えて NS7（RNA-

dependent RNA polymerase RNA 依存性 RNAポリ

メラーゼ）領域の遺伝子配列による分類（Dual 

typing 法）も推奨されている２）。 

 本市では、NVに関する食中毒関連事例と感染症

事例は、新型コロナウイルス感染症に対する感染

防止策が取られていた 2019/20～2022/23 シーズ

ンでは 0～1事例と低い水準で推移した。しかし、

2023/24シーズンから、事例数が増加傾向にある。

本調査では、2023/24、2024/25シーズンに本所に

搬入された患者及び従業員便における NV 検査及

び遺伝子解析を実施し、発生動向を調査した。 

 

材料と方法 

 

1. 検査材料 

 検査材料は、2023/24、2024/25シーズンに和歌

山市保健所から搬入された食中毒関連事例 18 事

例及び感染症事例 1 事例、計 19 事例由来の糞便

185検体である。 

 

2. 検査方法 

2.1 ウイルス遺伝子検査 

検査方法は、厚生労働省通知の NV の検出法３）

に準じて行った。検体の 10％乳剤から QIAamp 
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Viral RNA Mini Kit（QIAGEN）を用いて RNA抽出

を行った。その後、RT 反応に Prime Script RT 

reagent Kit（タカラバイオ）を用いて、cDNAを

合成し、リアルタイム PCR で検出を行った。 

2.2 ウイルス遺伝子解析 

NV 陽性事例から検体を選択し、遺伝子解析を行

った。Dual typing法による遺伝子解析のために、

NVGⅠは MON432/GⅠ-SKR、NVGⅡは、MON431/GⅡ-

SKR のプライマーを用いて、conventional PCRを

実施し、RdRp/VP1 typing領域を増幅した。 

PCR 産物について、Big Dye Terminator v3.1 

Cycle Sequencing Kit（Applied Biosystems）を

用いたダイレクトシークエンス法により塩基配

列を決定し、Norovirus Typing Tool Version2に

より遺伝子型を決定した。 

また、系統樹解析には解析ソフトウェア MEGA11

を用いて、塩基配列のアライメントを行い、近隣

接合法により系統樹を作成した。 

 

結果 

 

1. ウイルス遺伝子検査 

検査材料 19事例 185検体のうち NVが検出され

たのは、食中毒関連事例で 12事例 61検体、感染

症事例は 1事例 4検体の計 13事例 65検体であっ

た。 

遺伝子群については、2023/24 シーズンは 7 事

例 46検体で GⅡが検出された。2024/25シーズン

は 6 事例で GⅡ単独が 16 検体、GⅠ及び GⅡの両

方が検出された検体が 3検体あった。 

当所で NV が検出された食中毒関連事例及び感

染症事例で 2015/16～2024/25 シーズンのシーズ

ン別事例数を図 1に示す。新型コロナウイルス感

染症発生前の 2015/16～2018/19 シーズシーズン

の事例数は 3～4 事例、発生から 5 類感染症移行

までの期間 2019/20～2022/23シーズンは 0～1事

例で推移した。2023/24 シーズンは食中毒関連事

例のみの計 7 事例であり、2024/25 シーズンは感

染症 1事例、食中毒関連が 5事例の計 6事例であ

り、5 類感染症移行後は事例数が増加傾向にある

ことが分かった。 

 

 図 2 に 2023/24、2024/25 シーズンの月別事例

数を示す。2023/24 シーズンは 1 月から事例数が

増加し、5月まで事例の発生が続いた。2024/25シ

ーズンは、2月、3月に事例数が増加した。 

 

図１ シーズン別事例数（2015/16～2024/25） 

 

図２ 月別事例数（2023/24、2024/25シーズン） 

 

2. 塩基配列の解析による遺伝子型 

各シーズンで得られた遺伝子型の事例数を表

１にまとめた。2023/24シーズンは、GⅡ.4（Ptype 

NT）が 1事例、GⅡ.4[P16]が 2事例、GⅡ.7[P7]が

4事例であった。2024/25シーズンは GⅠ.1[P1]が

1 事例、GⅠ.NT が 1 事例、GⅡ.4[P16]が 2 事例、

GⅡ.17[P17]が 2事例、GⅡ.NTが 2事例であった。 

また、Dual typing領域（GⅠ：540bp、GⅡ：527bp）

について、対象領域の全塩基配列を決定した事例 

から各 1検体を解析対象とし、系統樹を作成した。

（図 3、図 4）。配列が決定できた事例は GⅡのみ

10事例であり、各遺伝子型はいずれも同一クレー

ドに属していた。 
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表１ シーズン別検出遺伝子 

 

 

 

図３ NV GⅡ Capsid 領域系統樹 

遺伝子型 2023/24 2024/25 計

Norovirus GⅠ.1[P1] 0 1(1) 1

Norovirus GⅠ.NT 0 1(1) 1

Norovirus GⅡ.4(Ptype NT) 1 0 1

Norovirus GⅡ.4[P16] 2 2(1) 4

Norovirus GⅡ.7[P7] 4 0 4

Norovirus GⅡ.17[P17] 0 2 2

Norovirus GⅡ.NT 0 2(1) 2

（）はGⅠ、GⅡが両方検出された事例 NT：Not typed
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図４ NV GⅡ RdRp領域系統樹 

 

 

考察 

 

本市における NV を起因とする食中毒関連事例

及び感染症事例数は、新型コロナウイルス感染症

発生以前の 2015/16～2018/19シーズンは 3～4事

例で推移していた。2023/24 シーズンは 7 事例、

2024/25 シーズンは 6 事例であり、事例数は増加

傾向にあることが分かった。 

月別の推移では、2023/24 シーズンは 1 月以降

に事例数が増加し、5 月まで発生が継続したのに

対し、2024/25シーズンでは、2～3月に事例数の

増加が認められた。シーズン間で発生時期に若干

の差がみられたが、全国的な流行時期と一致する

結果であった４）。遺伝子群は両シーズンとも GⅡ

が主体であった。2024/25 シーズンでは 2 事例か

ら GⅠと GⅡが両方検出された。1 事例は生カキ

（推定原因食品）を摂食した 2 人から検出され、

生カキ等の二枚貝は海水等に含まれた NV を取り

込むため、当事例では複数の遺伝子が検出された

と考えられる。もう 1事例はサポウイルスを起因

とする食中毒事例で 1人から検出されたが、食中

毒の原因物質とは関連がなく散発であった。 

全国の GⅡ遺伝子検出報告数では、2023/24シー

ズンでは、GⅡ.4 485例（34%）、GⅡ.7 189例（13%）、

2024/25 シーズンでは、GⅡ.4 299 例（19%）、G

Ⅱ.17 503例（32%）が主要な遺伝子型として報告

されている５）。本市においても、2023/24シーズン

は GⅡ.4及び GⅡ.7、2024/25シーズンでは GⅡ.4

及び GⅡ.17 が検出され、全国的に流行している遺

伝子型が確認された。系統樹解析では、各遺伝子
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型において同一クレードに属していたことから、

近縁な株が流行していることが分かった。 

 

おわりに 

 

本市においては、新型コロナウイルス感染症の

発生に伴う感染防止対策により、NVを起因とする

事例数は減少したが、5 類感染症移行後は増加傾

向がみられている。また、両シーズンで検出され

た流行株は異なっていた。ウイルスの変異により

性状の変化や感染力が増すと、大規模な流行を引

き起こす可能性があるため、今後も NV の発生動

向を注視する必要がある。さらに、公衆衛生の向

上を図るため、検査精度の向上に努めるとともに、

保健所との情報共有をより一層密にし、感染拡大

防止に取り組んでいきたい。 
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